
 

 

納税者権利憲章の制定を 
 

 

 

 

 

全国青年税理士連盟 

全国の若手税理士等が納税者の権利を

守るために積極的に意見発信している団

体です。 

私たち全国青年税理士連盟（以下「当連盟」）は、納税者

の権利を明確にするために、納税者権利憲章の制定を求めて

います。 
 

納税者権利憲章とは 

国民は、納税者としての権利を憲法と法律で定めるところにより尊重、保

障されなければなりません。納税者権利憲章とは、税務行政における適正

手続等、国が納税者の権利を保障することを宣言した権利の憲章です。 
 

※1975年にフランスで「税務調査における納税者憲章」が制定されてから、世界各国で

納税者権利憲章の制定が進みました。 

しかし、日本ではいまだに納税者権利憲章の制定が行われておりません。 

 

当連盟では納税者は下記に掲げる全ての権利を有していると考えています。 

※納税者にわかりやすい言葉で簡潔に記載しています。 

【納税に関して納税者が持っている権利】 

・税務署職員から丁寧な対応を受ける権利 

・申告内容は正しく作成されたものと推定される権利 

・法律で決められた税額を超える負担はしない権利 

【税務調査に関する納税者の権利】 

・税務調査があるときは事前に連絡を受ける権利 

・連絡なく当日に税務調査が来たときは断ることができる権利 

・税務調査の結果を書面で分かりやすく説明を受ける権利 

・自分に不利益な処分について、説明を受け、意見を述べる

権利 

【不服申立に関する納税者の権利】 

・不服申立の制度について分かりやすく説明を受ける権利 

・差押えなどの手続きの流れや納税の緩和制度について説

明を受ける権利 

・差押えなどの前に税理士等の専門家に相談する権利 

【税務行政に対する納税者の権利】 

・憲法に基づく適正な手続きが守られる権利 

・適正な手続きによらない情報提出を拒否できる権利 

・過去の申告内容の問合せやコピーをすることができる権利 

 

 

当連盟は、納税者権利憲章の制定と共に、関係諸法令の改正（下線部の追記）も求めています。 

税理士法第一条 税理士の使命 

税理士は、納税者の権利を擁護し、租税に関する法令に規

定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 

２ 税理士は、前項の使命に基づき、税務に関する専門家とし

て、申告納税制度の理念にそって、納税者の信頼にこたえると

ともに、租税に関する制度の改善に努力しなければならない。 

国税通則法第一条 目的 

この法律は、納税者の権利利益を保護すること及び、国税につ

いての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的

な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとと

もに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の

適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。 
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